
おおい町大島地先におけるトラウトサーモン養殖 

１ 事業名 

トラウトサーモン養殖生産拡大事業 

 

２ 事業目的 

  嶺南海域における大型養殖施設整備を支援 

 

３ 事業主体 

  福井沖合養殖振興組合（漁協、漁連、福井中央魚市等からなる任意団体） 

 

４ 平成２７年度養殖計画（概要） 

・ 養殖施設 ：円形サークル生簀（２５ｍ）１基 

・ 飼育期間 ：１２月１日（火）～翌年５月（予定） 

・ 使用稚魚 ：４００ｇサイズを９千尾（３，６００ｋｇ） 

・ 出荷サイズ：２ｋｇ 

 

 

 

 

 

 

 

トラウトサーモン（海産ニジマス） 

 

※福井市鷹巣沖合での荒天時における給餌システム実証試験 

・給餌システムの開発 

事業主体である福井沖合養殖振興組合が、ふくいオープンイノベーション推進 

機構などの協力を得て開発 

・試験期間 ：１２月下旬～翌年５月（予定） 

・使用稚魚 ：４００ｇサイズを４千尾（１，６００ｋｇ） 

・出荷サイズ：２ｋｇ 

 

福井市鷹巣沖合に設置された養殖生簀 

 

（参考） 

漁業法 第１１条 

 都道府県知事は、その管轄に属する水面につき、漁業上の総合利用を図り、

漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の免許をする

必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及

ぼさないと認めるときは、当該漁業の免許について海区漁業調整委員会の意

見をきき、漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期、その他免許の内容た

るべき事項、免許予定日、申請期間並びに定置漁業及び区画漁業については

その地元地区（自然的及び社会経済的条件により当該漁業の漁場が属すると

認められる地区をいう。）共同漁業についてはその関係地区を定めなければ

ならない。 


